
資料３－３－３ 

米沢市地域防災計画 風水害等対策編（火山災害） 新旧対照表 

 

箇所 旧（改定前） 新（改定後） 修正理由等 

  

 

第６章 火山災害対策計画 

第１節 火山災害予防計画 

（略） 

 

２ 防災体制の構築及び関係機関との連携 

(3) 噴火警戒レベルと防災対応の概要 

福島県、山形県及び関係市町村の噴火警戒レベルに応じた防災対応の概要は、表４及び表５の

とおりである。 

なお、火山現象の影響を受ける危険性を勘案し、早期避難が必要な地域として選定する「特定

地域」については、他の地域よりも早い（噴火警戒レベルが低い）段階で避難に係る防災対応を

行うものとする。（「特定地域」の選定については、表６のとおり。 

 

（略） 

 

(4) 居住地域に被害が及ぶ場合の道路規制 

大規模な噴火に伴う大きな噴石及び火砕流・火砕サージに対する道路規制は、立入規制区間に

準ずるものとする。影響が予想される路線は表７及び表８のとおり。 

また、融雪型火山泥流等その他の火山現象に対する道路規制は、実際の火山現象の状況を踏ま

え、警察及び道路管理者が関係機関と連絡調整の上、迅速に対応する。 

なお、当該道路規制は、噴火警戒レベルが５に引き上げられた時点での対応を原則とし、協議

会における協議等により、噴火警戒レベル４の時点で道路通行の危険が高いと判断された場合、

その時点で道路規制を実施するものとする。 

 

（略） 

 

 

第６章 火山災害対策計画 

第１節 火山災害予防計画 

（略） 

 

２ 防災体制の構築及び関係機関との連携 

(3) 噴火警戒レベルと防災対応の概要 

福島県、山形県及び関係市町村の噴火警戒レベルに応じた防災対応の概要は、表５及び表６の

とおりである。 

なお、火山現象の影響を受ける危険性を勘案し、早期避難が必要な地域として選定する「特定

地域」については、他の地域よりも早い（噴火警戒レベルが低い）段階で避難に係る防災対応を

行うものとする。（「特定地域」の選定については、表７のとおり。 

 

（略） 

 

(4) 居住地域に被害が及ぶ場合の道路規制 

大規模な噴火に伴う大きな噴石及び火砕流・火砕サージに対する道路規制は、立入規制区間に

準ずるものとする。影響が予想される路線は表８及び表９のとおり。 

また、融雪型火山泥流等その他の火山現象に対する道路規制は、実際の火山現象の状況を踏ま

え、警察及び道路管理者が関係機関と連絡調整の上、迅速に対応する。 

なお、当該道路規制は、噴火警戒レベルが５に引き上げられた時点での対応を原則とし、協議

会における協議等により、噴火警戒レベル４の時点で道路通行の危険が高いと判断された場合、

その時点で道路規制を実施するものとする。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号が対応

していないた

め修正 

 

 

 

 

 

 

表番号が対応

していないた

め修正 

  

第２節 火山災害応急計画 

（略） 

 

第２節 火山災害応急計画 

（略） 
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箇所 旧（改定前） 新（改定後） 修正理由等 

１ 避難の実施及び解除 

（略） 

 

(3) 市が発令する避難情報 

① 高齢者等避難 

市は、噴火警戒レベル２に相当する火口周辺警報が発表され、居住地域の近くまで災害を発

生させる現象が及ぶと認めるときは、必要に応じて居住地域の高齢者、障がい者等の要支援者

に対して避難の準備を呼びかけるものとする。また、噴火警戒レベル４に相当する噴火警報が

発表され、居住地域において災害が発生するおそれがあると認めるときは、警戒が必要な居住

地域の住民に対して避難を呼びかけるものとする。 

② 避難指示 

市は、噴火警戒レベル３に相当する噴火警報（火口周辺）が発表され、火口周辺まで災害を

発生させる現象が及ぶと認めるときは、事前に警戒範囲内の登山者及び観光客に対して避難指

示を発令し、避難者を誘導するものとする。 

また、火山現象により、住民等の生命及び身体の保護が緊急を要すると認められるとき、又

は噴火警戒レベル５に相当する噴火警報（居住地域）を受けたときは、避難指示を発令するも

のとする。これらの避難指示、誘導においては、高齢者、障がい者等の要支援者に対しては十

分配慮するものとする。 

 

（略） 

 

④ 二次避難等 

市は、緊急避難の後危険性が一時的に消滅したと認めるときで、さらに遠方に避難する必要

があると認められるときは、緊急避難者に対して最終的に安全な場所への避難指示を発令し、

避難者を誘導又は搬送するものとする。その際は、高齢者、障がい者等の要支援者に十分配慮

するものとする。 

この場合、市は、県（防災危機管理課）、山形地方気象台、警察本部その他の関係機関と十分

協議するものとする。 

 

(4) 避難促進施設の指定 

火山現象の影響範囲内に位置し、利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認め

られる施設を、避難促進施設（活動火山対策特別措置法第８条第１項）として指定する。 

本市においては、火山防災協議会の基準（火口から４㎞）に基づく該当施設はないが、以下の

施設は災害時に配慮が必要な施設として扱うものとする。 

 

＜災害時要配慮施設一覧＞ 

施設区分 施設名称 所 在 地 
噴火口か

らの水平
備  考 

１ 避難の実施及び解除 

（略） 

 

(3) 市が発令する避難情報 

① 高齢者等避難 

市は、噴火警戒レベル２に相当する火口周辺警報が発表され、居住地域の近くまで災害を発

生させる現象が及ぶと認めるときは、必要に応じて居住地域の高齢者、障がい者等の避難行動

要支援者に対して避難の準備を呼びかけるものとする。また、噴火警戒レベル４に相当する噴

火警報が発表され、居住地域において災害が発生するおそれがあると認めるときは、警戒が必

要な居住地域の住民に対して避難を呼びかけるものとする。 

② 避難指示 

市は、噴火警戒レベル３に相当する噴火警報（火口周辺）が発表され、火口周辺まで災害を

発生させる現象が及ぶと認めるときは、事前に警戒範囲内の登山者及び観光客に対して避難指

示を発令し、避難者を誘導するものとする。 

また、火山現象により、住民等の生命及び身体の保護が緊急を要すると認められるとき、又

は噴火警戒レベル５に相当する噴火警報（居住地域）を受けたときは、避難指示を発令するも

のとする。これらの避難指示、誘導においては、高齢者、障がい者等の避難行動要支援者に対

しては十分配慮するものとする。 

 

（略） 

 

④ 二次避難等 

市は、緊急避難の後危険性が一時的に消滅したと認めるときで、さらに遠方に避難する必要

があると認められるときは、緊急避難者に対して最終的に安全な場所への避難指示を発令し、

避難者を誘導又は搬送するものとする。その際は、高齢者、障がい者等の避難行動要支援者に

十分配慮するものとする。 

この場合、市は、県（防災危機管理課）、山形地方気象台、警察本部その他の関係機関と十分

協議するものとする。 

 

(4) 避難促進施設の指定 

火山現象の影響範囲内に位置し、利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認め

られる施設を、避難促進施設（活動火山対策特別措置法第８条第１項）として指定する。 

本市においては、火山防災協議会の基準（火口から４㎞）に基づく該当施設はないが、以下の

施設は災害時に配慮が必要な施設として扱うものとする。 

 

＜災害時要配慮施設一覧＞ 

施設区分 施設名称 所 在 地 
噴火口か

らの水平
備  考 

 

 

 

 

 

用語の修正 

 

 

 

 

 

用語の修正 

 

 

 

用語の修正 
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箇所 旧（改定前） 新（改定後） 修正理由等 

距離 

旅館 姥湯温泉桝形屋 米沢市大沢姥湯 1 5.4km 
℡ 090-7797-5934 

4 月下旬～11 月上旬まで 

旅館 滑川温泉福島屋 米沢市大字大沢 15 7.2km 
℡ 0238-34-2250 

4 月下旬～11 月上旬まで 

旅館 
五色温泉宗川旅館 

（閉業） 
米沢市板谷 498 8.4km 

℡ 0238-34-2511 

令和 2年 11 月 30 日閉業 

 

(5) 避難誘導 

市は、火山噴火等により住民、登山者、観光客等の生命、身体等に危険がある場合には、平常

時からの各火山防災協議会における検討結果などに基づき、仙台管区気象台又は気象庁地震火

山部が発表する噴火警報等に対応して、入山規制、避難指示、警戒区域の設定等を行うとともに

適切な避難誘導を実施する等、迅速かつ円滑な警戒避難対策をとるものとする。 

なお、避難時の周囲の状況などにより、屋内にとどまっていたほうが安全な場合等やむを得な

いときは、屋内での退避などの安全確保措置を講ずべきことにも留意するものとする。 

また、必要に応じ、指定緊急避難場所及び指定避難所を開設し、住民等に対し周知徹底を図る

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

距離 

旅館 姥湯温泉桝形屋 米沢市大沢姥湯 1 5.4km 
℡ 090-7797-5934 

4 月下旬～11 月上旬まで 

旅館 滑川温泉福島屋 米沢市大字大沢 15 7.2km 
℡ 0238-34-2250 

4 月下旬～11 月上旬まで 

野営場 未定 米沢市板谷 498 8.4km 令和 5年開業予定 

 

(5) 避難誘導及び指定避難所 

市は、火山噴火等により住民、登山者、観光客等の生命、身体等に危険がある場合には、平常

時からの各火山防災協議会における検討結果などに基づき、仙台管区気象台又は気象庁地震火

山部が発表する噴火警報等に対応して、入山規制、避難指示、警戒区域の設定等を行うとともに

適切な避難誘導を実施する等、迅速かつ円滑な警戒避難対策をとるものとする。 

なお、避難時の周囲の状況などにより、屋内にとどまっていたほうが安全な場合等やむを得な

いときは、屋内での退避などの安全確保措置を講ずべきことにも留意するものとする。 

また、必要に応じ、指定緊急避難場所及び指定避難所を開設し、住民等に対し周知徹底を図る

ものとする。 

 

 ＜指定避難所一覧＞ 

避難対象 

地 区 
名 称 所在地 収容人数 連絡先 主な避難経路 

山上地区 

板 谷 

万世コミュニテ

ィセンター 

米沢市八幡原五

丁目 4149-9 

95 0238-28-5381 国道 13 号 

→ 市道 15 

→ 市道 226 市営八幡原体育

館 

米沢市八幡原五

丁目 4149-10 

187 0238-28-5151 

万世小学校 米沢市八幡原五

丁目 3948-4 

160 0238-28-5404 

山上コミュニテ

ィセンター 

米沢市大字関根

531-1 

57 0238-35-2110 国道 13 号 

→ 県道板谷

米沢停車場線

（※） 

→ 市道 2530 

元 関根小学校 

（冬季を除く） 

米沢市大字関根

13541 

99 0238-35-2110 

(窓口は山上

コミュニティ

センター) 

国道 13 号 

→ 県道板谷

米沢停車場線

（※） 

→ 市道 2548 

（※）県道板谷米沢停車場線は、避難経路上に冬期閉鎖される区間あり。 

収容人数は 4㎡/人で算出。 

宗川旅館廃業

に伴い別施設

が建設中のた

め修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

吾妻山の火山

活動が活発化

した場合の避

難計画(P.43)

と整合 

（表の一部を

最新版に修正） 
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（略） 

 

(7) 避難の解除 

    市長は、噴火警報等（噴火警戒レベルを含む）により危険が去ったと判断したときは、避難指

示等又は警戒区域の設定を解除し、住民の帰宅及び生活再開を支援する。 

避難指示等の解除に当たっては、国や火山専門家の助言を踏まえるなど、十分に安全性の確認

に努める。 

 

表 11 噴火警報レベルと防災対応一覧 

対象範囲 
噴火警戒レベル 

（キーワード） 
市町村 県 気象庁 住民等 避難促進 登山者等 

居住地域 

（及び 

それより

火口側） 

レベル５ 

(避難) 

 避難指示の

発令 

 避難状況

の把握・

整理 

 噴火警報・

噴火警戒レ

ベルの発表 

 （必要に応

じ）火山の

監視・観測

強化 

 解説情報の

発表 

 避難の実施  集客施設に

おける避難

対象地域外

への避難誘

導 

（帰宅） 

レベル４ 

(高齢者等避難) 

 高齢者等避

難の発令 

 避難の準備

の呼びかけ 

 帰宅支援 

 対応状況

の整理 

 要配慮者の

避難の実施 

 避難の準備 

 要支援者利

用施設にお

ける避難対

象地域外へ

の避難誘導 

（帰宅） 

火口から

居住地域

近くまで 

レベル３ 

（入山規制） 

 火口周辺規制、 

入山規制の実施 

 情報収集 

 避難手順の

確認 

 緊急退避の

呼びかけ 

 入山規制等

の範囲外へ

の避難誘導 

 入山規制

等の範囲

外への避

難の実施 

 入山規制

等の遵守 
火口周辺 

レベル２ 

(火口周辺規制) 

火口内等 

レベル１ 

（活火山であ

ることに留

意） 

 協議 

 訓練 

 意識啓発 

 解説情報の

発表 

 火山の監

視・観測 

 防災訓練へ

の参加 

 情報収集 

  情報収集 

 

 

（略） 

 

(7) 避難の解除 

    市長は、噴火警報等（噴火警戒レベルを含む）により危険が去ったと判断したときは、避難指

示等又は警戒区域の設定を解除し、住民の帰宅及び生活再開を支援する。 

避難指示等の解除に当たっては、国や火山専門家の助言を踏まえるなど、十分に安全性の確認

に努める。 

 

表 16 噴火警報レベルと防災対応一覧 

対象範囲 
噴火警戒レベル 

（キーワード） 
市町村 県 気象庁 住民等 避難促進 登山者等 

居住地域 

（及び 

それより

火口側） 

レベル５ 

(避難) 

 避難指示の

発令 

 避難状況

の把握・

整理 

 噴火警報・

噴火警戒レ

ベルの発表 

 （必要に応

じ）火山の

監視・観測

強化 

 解説情報の

発表 

 避難の実施  集客施設に

おける避難

対象地域外

への避難誘

導 

（帰宅） 

レベル４ 

(高齢者等避難) 

 高齢者等避

難の発令 

 避難の準備

の呼びかけ 

 帰宅支援 

 対応状況

の整理 

 要配慮者の

避難の実施 

 避難の準備 

 要支援者利

用施設にお

ける避難対

象地域外へ

の避難誘導 

（帰宅） 

火口から

居住地域

近くまで 

レベル３ 

（入山規制） 

 火口周辺規制、 

入山規制の実施 

 情報収集 

 避難手順の

確認 

 緊急退避の

呼びかけ 

 入山規制等

の範囲外へ

の避難誘導 

 入山規制

等の範囲

外への避

難の実施 

 入山規制

等の遵守 
火口周辺 

レベル２ 

(火口周辺規制) 

火口内等 

レベル１ 

（活火山であ

ることに留

意） 

 協議 

 訓練 

 意識啓発 

 解説情報の

発表 

 火山の監

視・観測 

 防災訓練へ

の参加 

 情報収集 

  情報収集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番号が対応

していないた

め修正 

 


